
2018/03/12 
会 員 各 位 

AMMIAS ご利用の皆様へ 

AMMIAS 及び AMMIASPlus アップデートのお知らせ 

 

下記の通り AMMIAS 及び AMMIASPlus のアップデートを行います。 

 
アップデート前に申請書を作成されていた場合、申請書作成画面で 

表示更新及び登録をおこなってください 
 

◆アップグレード予定について 

クラウド版（AMMIAS Ver.3.0.6／AMMIAS Plus Ver.5.0.8をご利用の方 

2018年3月12日 12：00頃 アップデート適用済です 
最新Ver.（AMMIAS Ver.3.0.7／AMMIAS Plus Ver.5.0.9） 
 

ローカル版（AMMIAS Ver.2.3.0以上3.0.0未満／AMMIAS Plus Ver.1.5.2以上5.0.0未満）をご利用の方 

2018年3月12日 12：00頃 アップデートを行っていただけます 
最新Ver.（AMMIAS Ver.2.3.5／AMMIAS Plus Ver.1.5.5） 
 

≪今現在クラウド版をご利用されていない場合、下記の画面が表示されます≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆対応内容 

・支払機関欄銀行名が「三菱東京 UFJ 銀行」から「三菱 UFJ 銀行」へ変更（4月提出分～名称変更） 

・大阪府医療助成の制度変更による受給者負担額算定方法修正（4月施術分～制度変更） 

・施術者内訳書修正 

・栃木国保連支払機関欄に口座番号の追加 

・福岡国保連専用集計票の原紙を用紙印刷画面へ追加（4 月提出分～添付必須） 

◆詳しくは次ページをご確認ください 

「はい」をクリックすると、クラウド版へのアップデートが始まります。 

「いいえ」をクリックすると、クラウド版へのアップデートが始まらず、 
下記画面が表示されます。 

「はい」をクリックすると、今回対応のアップデートが始まります。 

「いいえ」をクリックすると、今回対応のアップデートが始まりません。 



◆支払機関欄銀行名変更について 

4 月提出分より当協会指定の支払機関「三菱東京 UFJ 銀行」様から「三菱 UFJ 銀行」様へ名称が 

変更となります。 

つきましては、支払機関欄の修正をいたしました。 

 

 

 

 

※再提出分や過去にさかのぼって提出する申請書につきましても「三菱 UFJ 銀行」名称での 

ご提出をお願いいたします。 

※アップデート前にデータを作成している場合、表示更新及び登録をおこなってから印刷を実 

行してください。 

※アップデート前にご印刷済の場合、二重線で訂正をお願いいたします。（訂正印は協会にて 

押印いたします。） 

 

 

◆大阪府医療助成の制度変更による受給者負担額算定方法修正 

2018 年 4 月施術分より、大阪府内の医療費助成制度の改正にともないまして、受給者負担額 

（一部自己負担額）の算定方法を変更いたしました。 

しかしながら、AMMIAS では一日ごとの施術料金を判断することが難しく、受給者負担額（一部 

自己負担額）及び申請額が、実際の金額と相違している可能性がございます。 

大変恐縮ではございますが、印刷前に受給者負担額（一部自己負担額）と申請額を必ず計算 

及びご確認いただき、相違している場合はご訂正をお願いいたします。 

一日ごとの施術内容や往療距離が異なる場合、特にご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※AMMIAS の判断及び計算基準につきましては、別途お知らせをご参照ください 

※AMMIAS Plus では実績管理からデータを作成されている場合、正しい金額が算出されます 

 但し、編集モードを使用した場合はご注意ください 

≪受給者負担額（一部自己負担額）の算定方法≫ 
①1 日あたりの受給者負担額（一部自己負担額）は、これまで通り最大 500 円 

②受給者負担額（一部自己負担額）の上限額は、ひと月 3,000 円 

 
施術録をご確認いただき、該当月初日から一日ずつ受給者負担額（一部自己負

担額）を算定してください。ひと月で 3,000 円を超える場合には 3,000 円を上

限とし、入力してください。 

 
※月 2 日の上限日数は廃止 

※ひとり親家庭医療（法別番号 82）、子ども医療（法別番号 86）は改正前と同

じ算定方法となります 



◆施術者内訳書修正 

施術者内訳書へ施術師免許証番号を任意で追加可能となりました。 

≪追加方法≫ 

①トップ画面の「各種設定（F8）」をクリック 

 

 

 

 

 

②施術者内訳書タブをクリック 

③「印字する」にチェックを入れて設定をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④施術者内訳書の印刷を行うと印字されます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※または、「施術者内訳書」画面からも追加することが可能です 

 

 

 

 

①

② 

③



◆栃木国保連支払機関欄に口座番号の追加 

2017 年 9 月施術分以前（組合）：市ヶ谷支店（014） 

2017 年 10 月施術分以降（一社）：烏山支店（358） 

 

 

 

 

◆福岡国保連専用集計票を用紙印刷画面へ追加 

「用紙印刷」画面の「手書き用紙」欄に追加いたしました。 

印刷後、手書きにて内容をご記入ください。 

・福岡国保連用 はりきゅう支給申請総括票 

・福岡国保連用 マッサージ支給申請総括票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 月提出分から福岡県国保連合会に提出する場合、添付が必須となります。 

※再提出分等過去の申請書にも添付が必須となります 

※1治療院につき 1 枚の添付となります 

※複数名施術者がいる場合は、施術師名欄に全員の名前をご記載ください 

※複数月まとめて提出する際も 1枚にまとめてご記載ください 

 

 

その他ご不明な点がございましたら、下記情報処理課までお問い合わせください。 

情報処理課：TEL 050-5812-0552 FAX 050-5812-0553 


